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別紙標準様式（第６条関係） 

会 議 録 

会議の名称 令和４年度第１回枚方市青少年問題協議会 

開催日時 令和４年６月２８日 
開始時刻 １０ 時００分 

終了時刻 １１ 時３２分 

開催場所 第３分館 ３階 第３会議室 

出席者 

会長：飯田委員 

委員：荒委員、池田委員、川元委員、栗村委員 

野澤委員、長谷川委員、平井委員、平岡委員 

山中委員、山本委員、渡辺委員 

欠席者  花房委員 

案 件 名 

【案件】 

（１）（仮称）第３次枚方市ども・若者育成計画の骨子案につい 

  て 

（２）ひきこもり・不登校に関するアンケート調査について 

提出された資料等の 

名称 

資料１   「（仮称）第３次枚方市子ども・若者育成計画」の 

策定と骨子案について 

資料２   「（仮称）第３次子ども・若者育成計画～ひきこも 

り等の子ども・若者の自立に向けて～」骨子案 

資料３   ひきこもり・不登校に関するアンケートの実施につ 

いて 

資料４   ひきこもり・不登校に関するアンケート 

参考資料１ 枚方市青少年問題協議会 委員名簿 

参考資料２ 「（仮称）第３次子ども・若者育成計画」策定に向 

けてのスケジュール 

参考資料３ ひきこもり等子ども・若者相談支援センターを利用 

      されている方へのアンケート調査 

決  定  事  項 

１．（仮称）第３次枚方市ども・若者育成計画の骨子案について説

明を受け、委員から出された意見を踏まえ、引き続き計画の策定に

向け事務を進めることを確認した。 

２．ひきこもり・不登校に関するアンケート調査について説明を受

け、委員から出された意見を踏まえ、アンケート調査を実施するこ

とを確認した。 

会議の公開、非公開の

別及び非公開の理由 
公開 
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会議録の公表、非公表

の別及び非公表の理由 
公表 

傍聴者の数 ０人 

所管部署 

（事務局） 
枚方市役所 子ども未来部 子ども青少年政策課 

審  議  内  容 

（事務局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伏見市長 

 

 

 

 

 

 皆様、おはようございます。 

 定刻になりましたので、ただいまより令和４年度第１回枚方市青

少年問題協議会を開催させていただきます。 

 委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中、本協議会に御出

席いただき、御礼申し上げます。 

 本協議会の会長が決まるまでの間、司会進行をさせていただきま

す、子ども青少年政策課長の小篠でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。恐れ入りますが、着席させていただきます。 

 まず、本日の出席委員は１２名で、枚方市青少年問題協議会条例

第５条第２項の規定に基づき、本協議会が成立していることを御報

告申し上げます。 

 なお、第１回の協議会におきましては、会議の公開・非公開が決

定されるまでの間は、枚方市審議会の会議の公開等に関する規定第

３条第４項の規定によりまして、公開とさせていただいておりま

す。御了承のほど、よろしくお願いいたします。 

 なお、本日、まだ傍聴者はいらっしゃいません。 

 また、後ほど会議録の取扱いについて御審議いただきますが、記

載内容の正確性を期すため、補助的に会議内容を録音させていただ

いておりますので、よろしくお願いいたします。 

 本日は、「（仮称）第３次枚方市子ども・若者育成計画」の策定

について諮問させていただき、御審議いただく予定としてございま

す。 

 会議に先立ちまして、伏見枚方市長より、御挨拶申し上げます。 

 

 皆様、おはようございます。枚方市長の伏見隆でございます。 

 委員の皆様におかれましては、平素より、本市行政の推進に当た

りまして、格別の御支援、御協力をいただいておりますことに、心

から感謝申し上げます。 

 この青少年問題協議会におきましては、これまで青少年の健全育

成に係る施策をはじめ、現行の枚方市子ども・若者育成計画の改善
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（事務局） 

 

 

 

 

 

 

（事務局） 

 

 

 

 

 

 

 

に当たっても、熱心に御審議をいただきますとともに、以後も毎年

計画の進捗状況について、各委員の専門的な分野から、様々な御意

見をいただいているところでございます。 

 御承知のとおり、本市におきましては、枚方市ひきこもり等地域

支援ネットワーク会議や、ひきこもり等子ども・若者相談支援セン

ターを設置するとともに、枚方市子ども・若者育成計画に基づい

て、ひきこもりや不登校の子ども・若者を早い段階で、相談につな

げ、自立に至るまで一貫して支援することを目指して、施策の推進

を図ってまいりました。若者を取り巻く社会環境が目まぐるしく変

化する中において、青少年に関する相談件数は増えてきておりま

す。 

 また、コロナ禍においても、オンラインを用いての相談に取りか

かるなど、様々な居場所づくりなど取組を進めているところでござ

いますが、まだまだ相談機関や支援につながっていない子どもた

ち、また若者、そしてその家族等、たくさんおられるものと認識す

るところでございます。そのような中、計画期間の最終年度に当た

る今年度におきまして、これまでの取組の成果と課題を踏まえ、後

継計画の策定について諮問させていただくものでございます。 

 委員の皆様には、引き続き、本市の青少年施策の推進にお力添え

いただきますようお願い申し上げますとともに、皆様の御健勝、御

活躍を祈念いたしまして、私からの御挨拶とさせていただきます。

どうぞよろしくお願いします。 

 

 続きまして、本協議会の委員の皆様を御紹介させていただきま

す。 

 お手元の参考資料１、枚方市青少年問題協議会委員名簿をご覧く

ださい。名簿の順に御紹介させていただきます。 

 

 （委員紹介） 

 

 続きまして、お手元の次第に沿いまして、会議を進めてまいりま

す。 

 初めに、次第の１「会長及び副会長の互選」についてでございま

す。 

 枚方市青少年問題協議会条例の第４条第２項におきまして、会

長、副会長は、委員の互選によって定めることを規定しております

が、皆様から御意見ございませんでしょうか。 
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川元委員 

 

（事務局） 

 

 

委員 

 

（事務局） 

 

 

 

委員 

 

（事務局） 

 

 

 

 

 

飯田会長 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

飯田会長 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 大学の先生がよいのではないでしょうか。 

 

 今、大学の先生がいいのではないかというお声をいただきました

が、皆様、いかがでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

 ありがとうございます。 

 それでは、大阪国際大学人間科学部講師の飯田委員に会長をお願

いしたいと思いますが、御異議ありませんでしょうか。 

 

（異議なし） 

  

 ありがとうございます。 

 それでは、本協議会の会長には飯田委員が選出されました。 

 飯田会長、前方の会長席にお移り願います。 

 それでは、ここからの進行は、会長にお願いいたします。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

 はい、ありがとうございます。 

 大阪国際大学の飯田と申します。よろしくお願いいたします。 

 では続きまして、副会長の互選を行いたいと思います。 

 副会長については、枚方市青少年問題協議会条例第４条２項ただ

し書きによりまして、会長から指名させていただいてもよろしいで

しょうか。 

 

（異議なし） 

 

 ありがとうございます。 

 前回まで、枚方・交野地区保護司会から選出されていた委員の方

が副会長を務めておられたと伺っております。私といたしまして

は、これまで同様、枚方・交野地区保護司会から選出して来ていた

だいております、渡辺委員に副会長をお願いしてはどうかと思って

いるのですけれども、委員の皆様、御異議ございませんでしょう

か。 

 

（異議なし） 
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飯田会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事務局） 

 

 

 

 

伏見市長 

 

 

（事務局） 

 

 

 

 

伏見市長 

 

（事務局） 

 

 

 

 

 はい、ありがとうございます。 

 では、副会長には渡辺委員が選出されました。 

渡辺副会長、前方の副会長席に御移動お願いしてもよろしいで

しょうか。 

 では、皆さん、改めまして、会長に選出いただきました飯田と申

します。よろしくお願いいたします。 

 私自身、公認心理師、臨床心理士という立場でスクールカウンセ

ラーや行政の心理士として、十七、八年臨床してまいりました。そ

の中でたくさんのひきこもりの方、不登校の方への直接の御支援

や、保護者の御支援もしてきたのですが、そういう経験が少しでも

何かお役に立てばと思っております。よろしくお願いいたします。 

 渡辺副会長とともに、一緒に連携をさせていただきながら、枚方

市青少年問題協議会の運営を円滑に進めたいと思いますので、皆

様、活発な御意見、よろしくお願いいたします。 

 では続きまして、「（仮称）第３次枚方市子ども・若者育成計

画」の策定に関する諮問につきまして、事務局の方から説明をお願

いいたします。 

 

 それでは、「（仮称）第３次枚方市子ども・若者育成計画」の策

定につきまして、伏見枚方市長より、枚方市青少年問題協議会飯田

会長に対しまして、諮問をさせていただきたいと思います。 

 伏見市長、よろしくお願いいたします。 

 

 ［諮問式］ 

（諮問書の読み上げ、手渡し） 

 

 ありがとうございました。 

 なお、大変恐縮ではございますが、伏見市長は次の公務が入って

ございますので、ここで失礼させていただくことをお詫び申し上げ

ます。 

 

 すみません、皆さん、よろしくお願いします。 

 

 恐れ入りますが、ここで事務局の職員を紹介させていただきま

す。 

 

 （事務局職員紹介） 
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飯田会長 

 

 

 

 

（事務局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飯田会長 

 

 

 

 

委員 

 

飯田会長 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

飯田会長 

 

 では、本日は１１時半を終了のめどに会議を進めてまいりたいと

思います。 

 次第の３の「会議の運営」について、事務局より説明をお願いい

たします。 

 

 会議の運営について、御説明させていただきます。 

 まず、会議の公開についてですが、本協議会の内容につきまして

は、枚方市審議会等の会議の公開等に関する規程に基づきまして、

公開とさせていただきまして、これまでどおりの事務手続により、

傍聴を可とさせていただきたいと思います。 

 次に、会議録につきましても、これまでと同様に、委員の個人名

と発言内容を事務局で記載いたしまして、後日、委員の皆様に御確

認いただいた上で、確定させていただきたいと考えております。 

 作成した会議録につきましては、枚方市のホームページや情報公

開コーナーで、後日公表させていただきますので、何とぞよろしく

お願いいたします。 

 以上でございます。 

 

 ありがとうございます。 

 会議の公開及び会議録の公表につきまして、事務局に御説明いた

だいたとおり取り扱うということで、御異議は何かございませんで

しょうか。 

 

（異議なし） 

 

 ありがとうございます。 

 本協議会における会議の公開及び会議録の公表につきましては、

今説明がありましたように取り扱うこととさせていただきたいと思

います。 

 では、本日の案件（１）「（仮称）第３次枚方市子ども・若者育

成計画の骨子案」につきまして、事務局から説明をお願いいたしま

す。 

 

 （配布資料確認） 

 （資料１及び２に基づき説明） 

 

 ただいま、事務局から案件（１）について説明をしていただきま

した。 
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栗村委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飯田会長 

 

 本協議会では、枚方市の子ども・若者育成計画の支援、審議を行

うということが目的になりますので、今お示しいただきました資料

１、２について、御意見や御質問がございましたら、ぜひお願いし

たいと存じます。 

 また、この部分はこの形でよいと思うというような御意見であっ

ても、それが貴重な御意見になりますので、いろいろな御意見をい

ただけたらと思います。 

 これはどういうことだろうかということでも結構ですし、この点

について、こういう視点もあるといいのではないかということでも

結構なのですけれども、何か御意見はございますでしょうか。ぜひ

御遠慮なく、おっしゃっていただければと思います。 

 よろしくお願いします。 

 

 まず、計画の対象として、義務教育終了後、１５歳から３０歳代

ぐらいまでとその家族を対象としますとあるのですが、１５歳から

という理由は、各学校でひきこもりの未然防止としての取組を行っ

ているから１５歳までとなっているのか、国が定めている基準、定

義によって１５歳から３０歳までとなっているのか、どういった理

由があるのでしょうか。 

 ここに、不登校状態の子どもについて、その子どもと若者、不登

校状態の子どもとその家族も対象に当たっていると思うのですけれ

ども、小学校から不登校状態の子は、割といると思うので、学校で

の対策、心の教室などをしているから、小学校、中学校以降の子を

対象にしているのか、なぜかなというのは思いました。義務教育終

了後であったら、各高校、公立とか私立とかいろいろありまして、

そこで市としては対策を取っていないからサポートするというふう

にも取れるかなと思います。知っている人でも、小学生や中学生の

子で、不登校状態の子が結構いるので、そこもフォローしてほしい

なというのがあります。 

 実際、心の教室とか、利用している方は利用されているのですけ

れども、利用できない方もたくさんおられるので、ひきこもり状態

の子どもと家族が対象に当たっているのであれば、小・中の子たち

もフォローする。対象に当たってもいいのかなという、個人的な意

見です。なぜ１５歳からにしているかというのを聞きたいところで

はあります。 

 

 お答えいただけますか。 

 



8 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栗村委員 

 

飯田会長 

 

 

 

平岡委員 

 

 

 

 

 

 

 

 ありがとうございます。 

 計画の対象年齢を１５歳からとしているところですが、おっ

しゃっていただいたとおり、義務教育期間は小学校、中学校で、不

登校の対応をしていただいているところでございます。 

 また、枚方市の他の計画で、「子ども・子育て支援事業計画」と

いうのがございまして、そちらで小学校、中学校の不登校に対する

支援について記載させていただいております。 

 教育委員会では、「教育振興基本計画」というのがございまし

て、そちらのほうでももちろん様々な小学校、中学校での課題を含

めまして、不登校に対する支援について記載させていただいており

ます。 

 どうしても、この義務教育期間以降というのが、なかなか行政の

手が及ばないところで、１５歳以降の義務教育終了後の不登校、ひ

きこもり、ニートといった部分をカバーしていくというのがこの計

画で、義務教育機関における不登校については他の計画でカバーを

しています。この計画では、なかなか手の及ばない義務教育終了後

の高校生年齢、１５歳からというところを対象にしているところで

ございます。 

 対象年齢は１５歳からなのですけれども、もちろん不登校がきっ

かけでひきこもりになっていくという方もたくさんおられますの

で、この計画には、ひきこもりの未然予防としての不登校対策と

いった項目も設けておりまして、そちらに小学校や中学校への不登

校の対応も記載させていただいております。 

 

 分かりました。ありがとうございます。 

 

 ありがとうございます。 

 ほかにも御質問、御意見はございますでしょうか。 

 はい、お願いいたします。 

 

 今のところで、高校の立場からの意見ですが、生徒が高校に在籍

していると、生徒たちがどのように困っているとか把握できるので

支援ができるのです。私自身も今は枚方高校におりますけれども、

その前は定時制の高校の校長をしておりまして、その経験から、生

徒が在籍していれば学校が支援できますが、中退してしまったりす

ると、行政の手が及ばなくなってしまいます。ですので、本当に１

５歳以上というのは、何も所属がなくなってしまうと、なかなかサ

ポートができません。保護者の方が行政に助けを求められたらいい
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飯田会長 

 

 

 

 

荒委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飯田会長 

 

 

 

 

 

のですけれど、どうしてもひきこもりを表に出さないというか、ど

うしていいか分からないということも多く、１５歳以上というのは

対象として大事です。それから、今、高校が非常に多様化していま

して、例えば通信制の高校などでは、なかなかその生徒指導の面ま

では指導が難しいのではないか、また私立では行政との関りはどう

なのか、なかなか把握しづらいように思います。様々な観点から、

やはり１５歳以上のところに焦点を合わせるというのは合理的かな

というふうに、お話を伺って思ったところです。 

 

 ありがとうございます。 

 所属がない子への支援というのは、本当に課題ですよね。 

 他に、御意見いかがでしょうか。 

 それでは順番に、お願いします。 

 

 民生委員・児童委員をしていますが、ひきこもり、不登校、こう

いうことについては、なかなか民生委員活動でも分からない部分

で、学校のほうから情報をいただいたりとか、地域の方から情報を

いただいたり、そういうことで問題があったらお手伝いさせていた

だいていますが、そういう問題がある家庭、保護者の方、そういう

家庭の事情がどうなってるかというところです。例えば、一人親で

あったり、ネグレクト、育児放棄的なところがあったりするのかど

うか、そういうところまでも突っ込んで、こういう問題も考えてい

ただきたいと思っております。 

 ある家庭では、中学を卒業して専門学校に行ってるのですが、そ

の子が小さい頃から見させてもらっています。そのお母さんが全く

もう子どもについて無関心というか、育児放棄的なことで、自治会

にも入りません。中学校時代には、警察にお世話になって、現在

は、保護司さんにフォローしていただいてるという状況なのです

が、そういう家庭の事情が、どれくらい行政として把握されてるの

か、これも難しいと思うんですが、その辺もちょっと突っ込んで、

考えていただきたいなと思っております。よろしくお願いします。 

 

 ありがとうございます。 

 不登校問題、ひきこもり問題の背景に、その家庭の問題というこ

とがすごく影響してるんじゃないかということの御指摘ですよね。

その辺りも意識して書いていただくといいのではないかという御意

見をいただいたのだと思います。 

 渡辺副会長、どうぞ。 
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渡辺副会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飯田会長 

 

 今、お話聞いてまして、私も保護司を９年間やっております。そ

れ以外にも経歴だけはあるので、中身はともあれ、いろいろなこと

を経験しております。小・中・高と全て経験しておりまして、それ

以外にも、府の青少年課のほうでも、5 年前までサポートセンター

に４年間おりましたので、いろんなことを組み合わせて、重ねて考

えるというふうなことを今してます。 

 １つ質問したいのですけれども、不登校、ひきこもりの人数とい

うか、割合なんですけども、これは小学校、中学校は、これはもう

義務教育で決まってますよね。高等学校は義務教育ではないんで

す。小・中・高の先生方は、本当にもう一生懸命、いろんな批判も

ありながら、一生懸命されていると思うんです。そういった中で、

公立高校の人数というのは、例えば退学をした場合、どうなるの

か。あと、もっと極端なのは、私立の高等学校です。私も４年間、

私立高等学校の副校長でおりましたけれども、４年間の中で、私が

びっくりしましたのは、やはり私立の学校では、いわゆる不登校の

生徒の面倒を見ているという組織は、ほとんどの学校でそんなにな

いのです。あってもあまり活動していません。そういう状況があり

ます。実際に、大阪府下でも、４割弱の中学卒業生が私立の高等学

校に行きます。公立は６割強ですね。それだけたくさんの私立の高

等学校に行ってるにもかかわらず、そこで不登校になれば、ひきこ

もりになれば、どうやったらいいのか。退学しかないんです。小・

中学校は退学させることはできません。でも、高等学校は、本当に

よく退学していきます。そういった子どもたちはどこへ行くのか。

今、人気があるのは通信制単位制の高等学校で、結構あります。

じゃあ一体そこで何をしているのかというところもね、大きな問題

や課題として、これから浮き彫りにしていかないといけないと思い

ます。そうしないと、この資料そのものが、中身そのものが薄く

なっていくのじゃないかなという気はします。すみません、ちょっ

と厳しいことを言いました。 

 先ほどおっしゃいました、やはり家庭の問題ですね。しかも小・

中学校の段階で、早い段階でそういう関わる人、保護者等がきちっ

と向き合って、前向きに相談機関も含めて、大きなところから改革

をしていかないと、これはもう年齢が上がってからではもう、いけ

ばいくほど、もうどうしようもなくなってしまうという状況が心配

です。 

  

 事務局に答えていただく必要はありますか。御意見としていただ
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渡辺委員 

 

 

 

 

飯田会長 

 

池田委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飯田会長 

 

 

 

池田委員 

 

飯田会長 

 

いておくということですか。 

 

 先ほど言いましたように、私立の、あるいは公立でも含めて、高

等学校の退学者は一体どういうふうな進路をたどっていくのかとい

うところだけね、きちっと整理しておかないといけないと思うんで

す。その辺のところをよろしくお願いしたいです。 

 

 はい、どうぞ。お願いいたします。 

 

 先ほど副会長がおっしゃられた退学者ですね。我々はフリーター

対策であるとか、ニートの対策というのは、従来からテーマとして

の一つではあるのですが、その中で離学者、つまり退学した方です

よね。その離学者支援を本当にどうやっていくのか、いろいろと模

索しているような状況です。 

 ひとつは、個々のニーズや、様態が全く違いますので、職業適性

検査、興味検査等のハードルが低いものを、ちょっと面白いテスト

がありますよと言った案内をしたりします。また、職業訓練があり

ますが、中でも割と取り組みやすい求職者支援訓練というものもあ

ります。Web でほとんど完結するような、そういうコースもありま

す。高校にお願いして、辞められる際に、これを必ず渡してくださ

いということで、その離学者支援の情報をまとめたものを渡してい

ただくということも行いました。ただ、課題としては、それに基づ

いて反応があるかと言えばあまりない。 

 ですので、今回、アウトリーチということで、プッシュ型でされ

るということなので、割とこういうことなら興味を持っていただけ

るなみたいな、そういった情報を、いい機会なので入れて発信して

いくというようなものを計画の中で考えていくのはどうかと思いま

した。 

 

 

 ありがとうございます。 

 やはり離学、学校を離れるときの支援を何かできると予防にもな

るのではないかというところですね。 

 

 そうですね。 

 

 ありがとうございます。 

 活発に御議論いただいているところなんですけれども、どうして
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飯田会長 
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飯田会長 

 

 

 

 

 

 

 

川元委員 

も今もう少し言っておきたいということがおありでしたら、それで

一旦と思うのですが、いかがでしょうか。 

 今、貴重な御意見をいただいて、その家庭という視点であったり

とか、学校を離れるときの支援であったりとか、やっぱり私も臨床

心理士、公認心理師をしていると、そういうカウンセリングをして

おりまして、中学校の全欠というのは、いわゆる状況としてはひき

こもりと同じだなとずっと思っていましたので、その全欠のような

状態で学校を卒業するときには、福祉に必ずつながなければいけな

いと思っていたのですけれども、福祉であったりとか、ハローワー

クであったりとかっていう、どこにどうつなげるかというのは、学

校を辞めるときっていうのを今、また貴重な視点だなというふうに

思いながら伺わせていただきました。ありがとうございます。 

 では、案件（２）の「ひきこもり・不登校等に関するアンケート

の調査について」、事務局から説明をお願いしたいと思います。 

 

 （資料３及び４に基づき説明） 

 

 このアンケートの内容などにつきまして、御意見、御質問などが

ありましたら、御意見いただけたらと思います。いかがでしょう

か。 

 今回の家族会のアンケートは事前に各委員へ郵送してくださって

るのでしょうか。 

 

 各委員へは事前に郵送し、ご確認いただいています。家族会へは

これから郵送ですので、御意見はまだ反映できる状態です。７月に

なってから発送させていただきます。 

まだ送っていないので、何かお気づきの点があれば、御意見いた

だけたらと思います。 

 

 はい。委員には一度見ていただいてると思いますので、御意見、

御質問、この項目はちょっとこの文言がというようなことが、もし

おありでしたら、教えていただけたらと思います。 

 これでよいのではないかということも含めて、御意見を伺いま

す。 

 今まだ御意見、御発言いただいていなかった方に少しお伺いして

みたいと思いますが、川元委員は何か御意見ございますか。 

 

 いや、意見というよりも確認ですが、これはひきこもりの家族会
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事務局 

 

川元委員 

 

 

 

 

事務局 

 

 

飯田会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

野澤委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に入っておられる御家族にアンケートをするということですか。 

  

 はい。 

 

 ということは、既にある意味、管轄というか、ある程度分かって

いる方へのアンケートですよね。それしか仕方ないとは思うのだけ

れど、これから起こりそうな人ではなく、要は既に管轄されてる御

家族に対するアンケートということですね。 

 

 もう既に相談機関につながっている方、家族会に入られている方

です。 

 

 資料４につきましては、家族会に送らせていただく資料で、こち

らの参考資料３が当事者の方の調査ということですよね。当事者の

方へのアンケートというのは、前回にはなかったものかと思いま

す。そういう意味で、少しその当時者の意見を拾おうという試みな

のかなというふうに思いながら伺っていたのですけれど、そのアン

ケートを取れるという時点で、ある程度支援が進んでいる方の意見

にはなるのじゃないかというような御意見だったと思うのですけ

ど。それを加味して分析するということになるということですよ

ね。ありがとうございます。 

 野澤委員、何か御意見ございますか。 

 

 私の所属する団体が訪問型の子育て支援もやっている団体なので

すが、アンケートにコロナのことも出ていましたけれども、ある家

族が高校生、中学生と父母の４人家族なのですけども、高校生の子

が３月の終わりにコロナの陽性ということで、家族が２週間の自宅

待機になりました。下の子は２週間自宅待機の間にちょうど入学式

が挟まって、その後１週間、学校に行けなかったのですね。すると

登校した時には、クラスが全部グループ分けみたいに、お友達がで

き上がってて、それで孤立してしまって学校に行けなくなったんで

すね。たまたまお母さんが、こんなことで学校に行っていないの

よっていうふうなことでおっしゃって、それでじゃあうちにちょっ

と遊びに来るかと聞いて、その子をうちに呼んで、それで様子を聞

きました。仲の良かった子とはすれ違いみたいになって全然しゃべ

ることもできないし、クラスではもうみんな仲よしのグループがで

きていて、あまり行きたくないと言います。その子は小学校の小さ

いときから習い事も頑張ってたんですけれども、それも行けなく
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飯田会長 

 

 

 

野澤委員 

 

 

 

飯田会長 

 

 

 

 

 

長谷川委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

なってしまって、現在は不登校状態になってしまっています。 

 その子自身は明るい子で、性格もすごく素直でいい子なのですよ

ね。だから、あなたはもうそのままのあなたでいいのよ、大好き

よっていうことを言ってあげました。また来てもいいかと聞くの

で、いいよって言ってるのですけれど、結局、なかなかこちらのほ

うに足は向かなくなって、５月の終わりまでは行ってたんですけれ

ど、６月から、ちょっと学校にも行けていないし、本当に気の毒

で、コロナのために、本当に気の毒な、家族全体がお気の毒な状態

になってしまってって、そういう事例もございます。 

 

 やはりこの時期ですので、コロナの影響もきっとかなりあるだろ

うということを、実体験の中から御意見としていただいているとい

うことですね。 

 

 みんなが学校に行けていないのですね。行事があるときに１回

行ってみたらっていうようなことを言っていたのですが、それには

行ったけれども、もう駄目だったっていうことを言っていました。 

 

 そういうふうに、今回はそのコロナのこともちょっと多分にいろ

いろ出てくると思うので、その辺もすごく意識して分析する必要が

あるかもしれないということで、貴重な御意見をいただきました。

ありがとうございます。 

 では、一言、長谷川委員、お願いいたします。 

 

 警察がひきこもりとか不登校だけで把握することはなかなかな

く、それが犯罪につながったりという時になるのですけれど、どう

しても警察は一時的な対応になってしまいます。そのときに場合に

よっては児童相談所に通報したり、有犯性があれば鑑別所に送致し

たりということになるのですけれど、当然家族に引き渡して、それ

で完結という場合もありますが、いわゆる家族に引き渡して終わ

り、ただひきこもりや不登校、不登校であれば学校とかもあります

が、１５歳以上の方でひきこもりっていうのを把握したら、どこか

に情報提供をしたらいいのでしょうか。するのであれば、どこにす

ればいいのでしょうか。 

 

 ひきこもりというのは、通告みたいな形で、必ず連絡をいただく

というところまではありません。いわゆる虐待の通告とは違います

けれども、ひきこもりの方はやはりその孤立されてるというところ
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長谷川委員 

 

飯田会長 

 

 

 

 

平井委員 

 

 

 

 

飯田会長 

 

 

 

山中委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

飯田会長 

はあるかと思います。相談窓口としては、子どもの育ち見守り室の

中に、「ひきこもり等子ども・若者相談支援センター」というのが

相談先としてありますので、そういうところのご紹介をいただけれ

ばと思います。ひきこもりだけでは通告という形ではないので、よ

ろしくお願いします。 

 

 保護者の方に教示するぐらいで、どこかにこういうひきこもりの

方がいてましたよというのは特には必要はありませんか。 

 

 そうですね。少しでも虐待とかそういう要素があるとか、ネグレ

クト的な要素があるようでしたら言っていただければと思います。 

 

 分かりました。 

 

 困っておられる保護者の方がいらしたらつないでいただけたら、

それはとてもありがたいということですね。ありがとうございま

す。 

 平井委員、何かございますか。 

 

 そうですね。やはり関係機関の連携とか、いろんな団体とか協議

会とか関わりがあると思うのですけれど、そことの協調的な連携と

いうのが大事だと思います。 

 情報交換などを今後大事にしていけたらなと思います。 

 

 いろんな機関が連携してということが非常に大事だということで

すね。ありがとうございます。 

 では、山中委員、何かございますか。 

 

 同じような意見になるかと思いますが、やはり家庭のことという

話がありました。小学校から不登校気味な子はやはりいます。話を

進めるためには、保護者の方と話を進めないといけないのですけれ

ども、保護者が困っていないと話は前に進みません。そういう意味

では、学校として、やはり限界を感じるところがあるので、いろん

な専門機関であるとか、地域であるとか、民生委員さんと、連携し

て考えていかないと、なかなか前へ進まないことが多々ありますの

で、連携って必要だなと非常に感じます。 

 

山本委員、何かございますか。 
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飯田会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 いろんなアンケートが学校にも来ますが、量が多過ぎてね、答え

られないのです。文章が読めないという人もいて、実は課題はそこ

にあるのですよ。これに答えられる人はいいのです。答えられない

人が基本的にやはり置いていかれているというところにあるのじゃ

ないかなと思うのです。 

 親に聞くということですが、実は課題が親にある場合もありま

す。私は、ちょっとある映画を見たのですけれどね。親に課題が

あって、本人はその思いが伝わらないっていうところもあったりす

るので、やっぱりアウトリーチされるのでしたら、ちょっと面倒く

さいのですけど、それはやっぱり直接聞き取ってするとか、何らか

の形で、やはり直接アプローチして聞くっていうことを、できたら

対面で聞くっていうのが一番かなと思います。そうじゃないと、ア

ンケートから何を読み取るのか、ちょっとよく分からなくて、たく

さんあってですね、これもざっと見ても、２０分って書いています

が、細かく見ていくと私でもしんどいなと思います。ちょっと否定

的で申し訳ないですけど、そういうふうに思います。 

 

 当時者の方のアンケートは、通われてる方であれば、一緒にやっ

ていただくような感じでしょうか。そういう配慮も必要なのかなと

いうことですが。 

 

 参考資料３の当事者の方へのアンケートは、御本人にやっていた

だくというのが基本ですが、山本委員からもおっしゃっていただい

たように、直接聞き取りでできる部分というのは丁寧にしていきた

いと思っています。少しアンケートが苦手な方がおられたら聞き取

りで、また一人一人の状況を丁寧にお聞きしていきたいと思ってお

ります。 

 

 前の計画を見ましたが、御本人のアンケートは新たに始めるとこ

ろだと思いますので、本当に少しでも当事者の意見を拾おうという

ことで、まず拾えるところで、通われている方を対象としているの

かとは思いますが、共通して出た御意見としては、今後、その支援

に乗っている人、答えられる人じゃなくて、そこからもこぼれてる

人をどうやって見ていくのかという御意見はあったと思います。そ

の辺りも視野に入れて、計画全体を考えていくとよいのではないか

というところが共通した御意見だったかと思います。ありがとうご

ざいます。 
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（事務局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 貴重な御意見をいろいろといただきましたが、ほかにございませ

んでしょうか。大丈夫でしょうか。 

 また、今浮かばなくても、何か帰ってみて考えて、これはという

ような修正意見とかがございましたら、事務局のほうに御連絡いた

だきましたら、アンケートの最終案ということに反映させていただ

けるものがあるかと思います。最終的には、会長である私と事務局

のほうで相談して確定させていただくというような形で決定したい

と思いますが、よろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

 ありがとうございます。 

 「家庭」というキーワードであったり、「離学者」というキー

ワードであったり、「支援から漏れている人への支援」というよう

なところであったり、いろんなキーワードをいただきました。 

 今後の進め方としましては、まずは事務局において、今日の皆様

の御意見を整理していただいて、次回の協議会において、またその

意見を反映させた上で、踏まえた上で、引き続き、計画改定に向け

て、本年度いろいろと御意見をいただいてまいりたいと考えていま

すけれども、そのような進め方で問題ありませんでしょうか。 

 ありがとうございます。では、御了承いただけたということで、

今後も、委員の皆様から、引き続き御意見をいただいて、審議を進

めていきたいと思いますので、皆様、ぜひ御協力、よろしくお願い

いたします。 

 次に、案件としては、「その他」という部分があるんですけれど

も、事務局から何かありますでしょうか。 

 

 本日の資料等につきまして、御不明な点等がございましたら、恐

れ入りますが、７月５日火曜日までに、メールや電話などによりま

して、事務局、子ども青少年政策課のほうまで御連絡いただきます

ようお願いいたします。 

 また、アンケート（案）に対する意見につきましては、飯田会長

と相談させていただきまして、アンケートを確定した後に、皆様に

送付した上でアンケートを実施してまいります。 

 また、本日配付いたしました資料につきましては、引き続きの御

審議に御利用いただくため、机の上にそのままにしておいていただ

けましたら、バインダーのほうに保管し、次回の会議のときに机の

上に置かせていただきます。また、資料を持ち帰られる場合は、封
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筒を御用意しておりますので、事務局のほうまでお申しつけくださ

い。 

 また、本日の資料につきましては、速やかにホームページで公表

する予定としておりますが、会議録につきましては、事務局で案を

作成した後、皆様にメール、または郵送でお送りさせていただきま

す。皆様に御確認いただき、その結果を会長と調整し、決定したも

のをホームページで公表していきたいと考えておりますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 なお、次回の審議会の日程は、９月中旬で調整させていただきた

いと考えております。机の上に日程表を置いてございますので、御

記入いたくか、お持ち帰りいただき、後日回答をいただけましたら

と考えてございます。日程につきましては、決まり次第、改めて御

連絡させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

 よろしいでしょうか。 

 では、本日は、これをもちまして、令和４年度第１回の青少年問

題協議会を終了いたしたいと思います。 

 皆様、本日はありがとうございました。今後ともよろしくお願い

いたします。 

 


